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中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症 

に関する政府の取組について 

 

標記に関し、本日、国家安全保障会議において、水際対策の強化に向けた更なる施

策として、別紙１のとおり追加的にアメリカ合衆国全域からの入国者に対し、14日間

の待機等を要請することとなったので、傘下事業者等に周知いただくとともに、旅客

輸送を行う外航船舶にあっては、下記につき適切に対応するよう徹底されたい。 

 

記 

 

１．本邦への上陸申請日前14 日以内に別紙２の地域における滞在歴がある外国人※

について、当分の間、特段の事情のない限り、本邦への上陸が禁止されること、

及び、別紙３（今回地域を追加。）の地域からの入国者について、検疫所長の指

定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要

請されること、別紙４の地域に所在する日本国大使館又は総領事館で発給され

た一次・数次査証の効力が停止されること等について、旅客等への周知に努め

ること。 

  ※ 本文書において､「別紙２の地域における滞在歴がある外国人」には、中華人民共和国湖北

省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人、香港発船舶ウエステルダム

に乗船していた外国人が含まれる。 

 

２．旅客の乗船前に、１．の措置について説明を行うとともに、別紙２の地域におけ

る滞在歴がある外国人でないことを確認すること。また、この確認により、別

紙２の地域における滞在歴のある外国人に該当することが判明した場合には、

当該旅客に対し、当分の間、特段の事情がない限り本邦への上陸ができない旨

を改めて説明するなど、適切に対応すること。なお、必要に応じて、最寄りの地

方出入国在留管理局等に相談すること。 

 

３．２．の確認により、旅客が別紙２の地域における滞在歴のある外国人に該当す

るとして、当該旅客の乗船を認めなかった事案が発生した場合には、当該事案

の発生及び当該旅客の取扱いについて、速やかに海事局に報告すること。 

 



 
  

以上 

（参考） 

○出入国管理及び難民認定法 

（上陸の拒否） 

第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百

十四号）に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しく

は指定感染症（同法第七条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第

十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。）の患者（同法第八条（同法第

七条において準用する場合を含む。）の規定により一類感染症、二類感染症、新型

インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。）又は新感

染症の所見がある者 

（中略） 

十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害

する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 

 

〇検疫法 

（交通等の制限） 

第五条 外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機（以下「船舶等」という。）

については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けた後でなければ、何人

も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場

ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認

を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検

疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。 

二 第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。 

三 緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。 

 

（汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置） 

第十四条 検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄

航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又は死者があつた船舶等、検疫

感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているお

それのあるねずみ族が発見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又

は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度において、

次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。 

一 （略） 

二 第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を

停留し、又は検疫官をして停留させること（外国に当該各号に掲げる感染症が発

生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがあると認めるときに限る。）。 

三 （略） 



 
  

２ （略） 

（検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用） 
第三十四条 外国に検疫感染症以外の感染症（次条第一項に規定する新感染症を除く。）

が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の

生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を

指定し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこ

の章（次条から第四十条までを除く。）の規定の全部又は一部を準用することができ

る。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、

当該政令で特別の規定を設けることができる。 
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一般社団法人 日本船舶電装協会 

一般社団法人 日本舶用機関整備協会 

一般社団法人 日本船舶品質管理協会 

公益財団法人 東京エムオウユウ事務局 

一般財団法人 日本海事協会 

一般財団法人 日本舶用品検定協会 

日本小型船舶検査機構 
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 全日本海員組合 

  一般社団法人 全国モーターボート競走施行者協議会 

一般財団法人 日本モーターボート競走会 



 
  

全国モーターボート競走施設所有者協議会 

一般社団法人 全国ボートピア施設所有者協議会 

公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 

公益財団法人 日本海事科学振興財団 

一般財団法人 日本船渠長協会 

一般社団法人 日本船長協会 

一般社団法人 全日本船舶職員協会 

一般財団法人 海洋育英社 

一般社団法人 海洋会 

一般社団法人 日本船舶機関士協会 

公益財団法人 海技教育財団 

独立行政法人 海技教育機構 

日本水先人会連合会 

一般財団法人 海技振興センター 

公益財団法人 海技資格協力センター 

一般財団法人 日本船舶職員養成協会 

一般社団法人日本海員掖済会 

一般財団法人日本船員厚生協会 

公益財団法人日本船員雇用促進センター 

公益財団法人日本船員福利厚生基金財団 

一般財団法人全日本海員福祉センター 

公益財団法人日本殉職船員顕彰会 

一般社団法人外航船員医療事業団 

船員災害防止協会 

  


